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第３回 宇治市公立幼稚園検討委員会会議録 

 

日 時 平成２８年７月２８日（木） 午前１０時～１２時００分 

 

場 所 宇治市役所 ５０１会議室 

 

出席者 

委 員 越後委員長、古賀副委員長、萬里小路委員、松井委員、篠原委員、水口委員 

    後藤委員、岡野委員、高田委員 

事務局 澤畑教育部長、瀬野教育支援センター長、縄手教育総務課長 

    金久一貫教育課長、三村学校教育課副課長、佐々木教育総務課主任 

 

次 第 

【１】 開会 

 

【２】 宇治市公立幼稚園視察の報告について 

 

【３】 宇治市子ども・子育て支援事業計画等について 

 

【４】 宇治市公立幼稚園の目指す就学前教育の体制のあり方と充実方策について 

① 公立幼稚園の役割について 

② 公立幼稚園の適正規模について 

 

【５】 次回の開催について 

 

【６】 閉会 

                                            

 

【１】開会 

委員長： それでは、第３回宇治市公立幼稚園検討委員会を開催させていただきます。初

めに、事務局より委員の出欠、傍聴がありますことを報告させていただきます。 

 

事務局： 本日の欠席は藤井委員が欠席でございますが、委員９名の出席により、宇治市

公立幼稚園検討委員会設置要項第６条第２項の規定により会議は成立しておりま

す。この委員会は公開での開催となり、傍聴及び報道関係の方がおられますので、
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ご了解のほどよろしくお願いいたします。 

 

【資料確認】 

委員長： それでは、本日の資料について、確認をさせていただきます。事務局よろしく

お願いします。 

 

事務局： それでは、本日の資料でございます。 

     まず、次第でございます。 

     それから資料の方ですが、事前に「宇治市子ども・子育て支援事業計画」の概

要書と冊子及び「宇治市子ども・子育て支援に関するニーズ調査結果報告書」を

配付させていただいております。 

次に、資料１についてですが、第１回の検討委員会で、資料の要求がありまし

たので、学校評価について、公立幼稚園の平成２７年度の幼稚園経営計画を４園

分を付けさせていただいおります。私立の幼稚園の学校評価については、ホーム

ページ等での公表されておられませんが、実施されているとのことでした。公表

されておりませんので、資料としてご用意できていないことをお断りさせていた

だきます。 

続きまして、預かり保育・土曜日の保育についてですが、幼稚園の方につきま

しては口頭でお答えさせていただきます。宇治市の公立幼稚園では預かり保育は

実施しておりませんが、私立幼稚園では９園全園で実施されているところでござ

います。保育所については、「時間認定に係る利用時間帯について（お知らせ）」

ということで資料を付けさせていただいております。子ども・子育て支援新制度

がスタートし、保育時間を保護者の就労状況によって「標準時間１１時間」と「短

時間８時間」での認定となっており、宇治市の公立保育所、民間保育所及び認定

こども園の開所時間と保育標準時間及び保育短時間が表の方で一覧となっており

ます。続きまして、土曜日の保育につきましては、宇治市の公立幼稚園、私立幼

稚園ともに実施しておりませんが、私立幼稚園の方では行事に合わせて月１回程

度開園をされているところでございます。資料の方でございますけれども保育所

につきましては括弧書きで土曜日の開所時間の方を記載させていただいていると

ころです。 

続きまして連携施設でございます。資料は小規模保育事業、家庭的保育事業に

ついての一覧をつけさせていただいております。地域型保育事業におきましては

０歳から２歳を対象として実施されますので、３歳からの受け入れについてはそ

れぞれ保育所の本園が連携施設となっております。連携施設についても、一覧の

中で記載されています。また、東宇治幼稚園の余裕教室を活用した家庭的保育事

業の概要についてということで、資料を付けさせていただいているところでござ
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います。 

続きまして資料２でございますが、第１回の宇治市公立幼稚園検討委員会にお

ける会議録を付けさせていただいておりますので、ご確認いただき、加筆修正等

がございましたら８月５日までに宇治市教育委員会の教育総務課までお申し出く

ださいますようお願い申し上げます。 

次に資料３でございますが、委員の皆様には、大久保幼稚園、東宇治幼稚園の

いずれかの視察を行っていただきましたが、視察の際にお渡しした園の要覧と平

面図となっており、どちらか一か所に行っていただいておりますので、参考とし

て付けさせていただいております。 

資料４でございますが、本日審議いただくにあたっての資料ということで付け

させていただきました。これまでの宇治市公立幼稚園の考え方ということで、「宇

治市 教育の重点」の抜粋と、平成２６年３月に策定された「宇治市教育振興基

本計画」の抜粋となっています。裏面では、就学前教育のあり方のまとめという

ことで前回、平成２２年４月に就学前教育のあり方検討委員会で策定されたもの

を記載しております。これを踏まえご審議いただきますようお願いいたします。 

そして資料５につきましても、審議で使っていただく資料となりますが、幼稚

園の適正規模についての資料となっております。学校教育法に基づく幼稚園教育

のねらい、幼稚園の適正規模について国で調査された結果、適正規模についての

他市の状況についての資料と併せて公立幼稚園の充足率の推移ということで、１

回目の時に現状の資料で付けさせていただいたものでございます。ここまでが本

日の資料でございます。 

 

【前回会議の確認】 

委員長： ありがとうございます。それでは、第１回と第２回の検討会議について簡単に

確認したいと思いますので、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 第１回の宇治市公立幼稚園検討委員会でございますが、６月２３日（木）に宇

治市生涯学習センターで開催され、審議の中で宇治市の公立幼稚園の現状と課題

につきまして、資料に基づき説明をさせていただいたところです。そして第２回

では宇治市立幼稚園の視察ということで７月６日（水）に大久保幼稚園、７月７

日（木）に東宇治幼稚園へ視察に行っていただきました。 

 

【今後の進め方】 

委員長： それでは今後の進め方について委員の皆様に確認をしていきたいと思います。 

第１回では宇治市の現状について、資料を基に説明を受け宇治市の公立幼稚園

についての全体的な状況が分かりました。第２回では公立幼稚園の視察というこ
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とで大久保幼稚園と東宇治幼稚園について、実際の園児の状況や施設を２班に分

かれて見学に行っていただきました。そして、本日の第３回では、まず視察に行

っていただいた意見や感想について、委員の皆さんから意見を述べていただき、

その後、宇治市子ども・子育て支援事業計画やニーズ調査結果報告書について事

務局から説明をしていただきます。その後、平成２２年度のあり方検討委員会の

経過など、これまでの宇治市公立幼稚園への考え方を踏まえた上で公立幼稚園の

役割等について議論していきたいと思います。次に、宇治市公立幼稚園の適正規

模について議論していきたいと思います。本日の検討会議を通して、宇治市の公

立幼稚園にとって何が必要なのか、そのためにはどうすべきなのかが見えてくる

かと思います。    

そして、第４回以降の検討委員会ではその見えてきた課題について項目ごとに

議論し、素案を作成し最終案をまとめ３月に提言をして行くといったスケジュー

ルで会議を進めていきたいと考えます。 

 

【２】宇治市公立幼稚園視察の報告について 

委員長： それでは委員の皆様から視察された意見や感想についてお一人２、３分ぐらい

で述べていただきたいと思います。忌憚のない発言をお願いいたします。順番で

すが２班に分かれて視察に行っていただいておりますので、まず７月６日大久保

幼稚園に視察に行かれた方から意見を伺いたいと思います。 

 

委員 ： 視察では、園児がプール遊びをされている様子、それから、その日はＰＴＡの

方々も集まっておられ、未就園児の子どもさんの登園もあり、親子で楽しく活動

されており、信頼して幼稚園に来られている印象を受けました。園の雰囲気も暖

かい感じを受けました。 

子どもさんの活動を拝見していると、クラスに戻って保育が始まった時の子ど

もたちの規模を考えると、もう少し交流ができるような人数があれば子どもたち

の生活の幅や、いろいろなものが広がるかも知れないという印象は受けました。

しかし、それぞれのクラスについておられる先生方がとてもうまく機能され、お

そらく配慮が必要と思われる子どもさんの傍で、あたかもそうではなく本当に自

然にクラスの中でフォローされている姿など拝見し、色々経験も積んでおられる

先生方がいて、安定した幼児教育をされていることを実感させていただきました。 

 

委員 ： やはり人数の少なさを感じる所ですが、静かで寂しい印象はなく、一人一人が

とても生き生きとして見えました。年少児におきましてはクラスの人数よりも多

い視察者がいましたが、自分を発揮して子どもらしく張り切る姿が見られました。

一人一人が認められ、愛されて自信を持って幼稚園生活を送っているという印象
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を持ちました。 

その日は、前半は自分で選ぶ活動でプール遊びなど季節ならではの遊びを楽し

んでおられ、そこでも、先生の目が行き届いていましたし、集団での活動では制

作活動をされていましたが、一つの机をみんなで囲んで、担任の先生も一人一人

のお子さんの手元を見ながら、また表情を見ながら指導することができていて、

園児との関わりができているという印象を受けました。 

視察では、利点が多く見えましたが、集団としての育ちや発達年齢を考慮した

人間関係において、つけなければならない力をどのようにつけていくかは、工夫

が必要でしょうし、検討もしなければならないと感じました。また、未就園児の

活動は、とても賑わっていました。参加者も多く、満足感を持って帰られる親御

さんが多いのではないかという印象を受けました。ただ、その未就園児の活動の

子どもたちが直接入園に繋がらないのは、やはり３歳の保育という１年の空白期

間があるからではないかと感じましたし、保護者の方からも同様の意見がありま

すので、目的と手段の両方の意味で３歳児保育はやはり必要ではないかと感じま

した。 

 

委員 ： 小規模だからこそのアットホーム感があったと思います。子どもや先生、園の

雰囲気は明るく暖かい感じを受けました。規模が小さいということで、園の全体

が目の届く範囲であるという安心感もあったように思います。 

自主的な遊びをされていましたが、その時の子どもさんたちがすごく自由に伸

び伸びと遊んでいたのが印象的でした。サポートが必要とされる子どもさんは、

クラス単位での集団行動になったら少し目に留まる感じでしたが、自主的な遊び

の中では、あまり見分けがつかず、それぞれが各々にあった楽しみ方で遊んで楽

しく過ごせていると感じましたし、そういった個性を発揮できる遊びが主体とな

っているからこそ、そういったお子さんの保護者の方々にも選ばれ、人気が集ま

っているのではないかと感じました。また、クラス数とか児童数に対して補助さ

れている先生の数が多く、しっかりサポートされていると思いました。 

ただ、２学級ありませんし、見させていただいた幼稚園では、クラスの人数も

８人と２０人と少なく、小規模園とはいってもやっぱり全体的な園児数の少なさ

というのは少し気になりました。小学校の生活に繋がっていく場ですので、ある

程度の団体行動やいろんなお友達との関わり合いというものも学んだりするのが

幼稚園という場ですので、少し寂しいなと思ったのも素直な感想です。 

 

委員 ： 大久保幼稚園を視察させていただきました。自由に活動できる設定と課題が明

確になっている設定の二つの時間設定があったと思います。そして、自由な設定

のときは本当に様々な道具等が用意され、子どもたちが自分のニーズに合わせて
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選択しながら活動している様子が見られました。特に感覚要求の強い子どもさん

が、ブランコでずっと落ち着いてゆらいでいたり、あるいは水遊びでは、うまく

いかないけれども隣の様子を見ながら自分なりに色水遊びを作っていたりと、少

し注意してみなければ、支援を要する子どもさんがどこにいるのか分からないぐ

らいみんなと共に活動している様子が見られて、インクルーシブ教育と言われて

いるものの原点を見るような思いで見させていただきました。共に育ち、共に生

きている一つの形という風に思いました。 

そして、発達障害を持っている子どもさんは成長していけば行動調整等がコン

トロールできてくるのですが、やはり幼児期のうちはどうしても環境を整えてあ

げることが非常に重要になってくると思っています。環境についても、物的な環

境と人的な環境等があるかと思います。物的な環境のところでは非常に落ち着い

ており、先ほどから言われているように、先生方が把握しやすい園庭等になって

いると思いました。 

もう一つは、人数が少ないというマイナス面もあるのですが、一方で非常に刺

激に過敏に反応する子どもたちにとっては静かな環境や、音過敏の子どもさんや、

視覚過敏のような視覚の色んな情報が飛び込んで来ることに耐えられないお子さ

んにとっては落ち着ける環境になっているのではないかと思いました。また人的

環境のところでは、それぞれが担任の先生や加配の先生に今までの支援の蓄積が

あり、過重に支援をするわけでもなく、さりげない支援を行っており、ちょっと

落ちそうかなと思ったらそっと支えてあげたり、探しているなと思ったらここに

あるよと見せてあげたりなど、さりげない支援を上手くやっておられるなという

風な思いを持って視察させていただきました。以上です。 

 

委員 ： 遊びについては、質の高い遊びや質の高い関わりということを、先生方が目指

されていて、指導案に示されたような狙いのある関わりを実際に実践しておられ

ましたし、そういった事からも普段の保育についてもきちんとした評価と改善と

いうＰＤＣＡのサイクルを機能させた中で保育の質を向上させて行こうという取

り組みが見えるような保育だったと思います。 

幼児の保育集団としての規模というのは、少し気になるところでした。遊びの

グループが複数ある中での学び合い、例えば、自由な遊びをやっている中でもい

ろいろな遊びの集団というものがあって、その中での相互の学び合いなどが起こ

りにくいということが、気になるところです。そういった中で、一つ重要な幼児

期の育ちとして、協同性の育ちということが挙げられると思いますが、そういっ

たところがもう少し人数がある中で育つことができたらと思いました。 

それから公立幼稚園の先生方のこれまでの研修等を活かされた専門性を見るに

あたりまして、ここにいる少ない子どもたちだけのためにこの専門性を活かすと
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いうよりも、もう少し開かれたあり方というものを考えていくべきではないかと

思いました。 

もう一点は、目の行き届く子育て支援ということで、一室で未就園児クラスを

実施されていましたけれども、その中で、３組ぐらいの親子が一つのテーブルで

顔を合わせながら一つの活動をしたり、その中で手を動かしながら交流をしたり

とかいうように、とても保護者交流が生まれる子育て支援を工夫されていたと思

います。そういった所から通常の保育につながっていくような３歳児保育の必要

性ということを感じました。以上です。 

 

委員長： ありがとうございます。続きまして、東宇治幼稚園の視察の感想をお願いしま

す。 

 

委員 ： 全国各地の公立幼稚園を見ていますが、東宇治幼稚園を見た感想は、私のよく

知っている公立幼稚園の形態で、もし私の子どもがいたらここへ入れようと思う

ぐらいの幼稚園でした。 

指導案は回収されたこともあり詳細には見られなかったことと、その日は七夕

のイベントだったので、少し保育内容についての感想が言いにくい部分がありま

すが、非常に模範的な公立幼稚園だなというのが第一の印象です。大久保幼稚園

に行かれた委員のお話しにもあった、人数については、東宇治幼稚園の方が少し

多いようでした。私の娘が行っていたのは１６０人ぐらいの幼稚園で、そこと比

べると更に状況は違いますが、公立幼稚園のノウハウとして、どのような人数で

も適正な幼児教育ができるということがあり、それが機能していたという印象を

持ちました。   

また、東宇治幼稚園に限らず言えることですが、お話しにあったように開かれ

た幼稚園というような観点からみると、ＰＴＡの居場所がないというところに問

題があるかと思います。未就園児の活動に関しては、青田刈りをやるために未就

園児を受け入れているわけではなく、子育て支援の一環であり、行政サービスと

しては必要だと思います。しかし、子育てや幼児教育で大事なのは保護者の見識

ということもあるので、子どもをケアするだけではなく、若い保護者が学べる、

あるいは気づきがある、経験ができるというようなところも行政サービスとして

必要であると思います。今日はここ、明日はここで時間をつぶそうという感覚で

はなくて、せっかく未就園児活動に行かれるのであれば、そこで子育てについて

いろんな人と話ができる、あるいは自分で考えることができるという場を提供し

てあげるのは、幼稚園の本業ではないですけれども必要かと思います。幼稚園の

保護者が自分たちで育っていくためのＰＴＡでもあると思いますので、その活動

の場が園にあるということも重要だと思います。これは、難しいところもあり、
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お子さんにとって親御さんが園にいるというのは、幼稚園が行う幼児教育のカリ

キュラムには妨げになることもありますので、工夫をしなければいけない部分が

あります。しかし、そういったＰＴＡ活動に関する配慮もして欲しいということ

を、様々な場で申し上げていますが、東宇治幼稚園でも協議をさせていただいた

部屋の横に倉庫のようなところに隠れるように活動の場が設定されているという

ような状況を一度見直していただけたらいいと思いました。 

 

委員 ： 私も施設の方を先に見ていたこともあり、子どもが保育を受けている姿はあま

り見ることができていないのですが、加配講師が担任の方に注意が向けられるよ

うな援助がされているという印象を持ちました。それから家庭的保育に二部屋を

使われていたのですが、互いに影響を受けることは少ないようでした。ただ、聞

くところによると避難訓練などの行事の中で家庭的保育の子どもが幼稚園の子ど

もを観察するなどをしているようで、お互いに意識はしているとのことでした。

教室数などには余裕があるようでしたので、３歳児保育や預かり保育を実施する

ことができるのではないかと感じました。 

 

委員 ： 一番に思ったのは園庭や園舎が広く、プールが常設ですごく恵まれた幼稚園で、

近所にこの園があれば通わせたいと思うぐらい魅力的な施設がある園でした。実

際に、私が子どもを通わせている大久保幼稚園も家からは近くはなくて、幼稚園

を選ぶときに川を渡るか坂を上るかを考えたくらいで、東宇治幼稚園にするか大

久保幼稚園にするかぐらいの感覚で幼稚園を選んでいました。たまたま最初に行

ったのが、大久保幼稚園で、子どもが木からジャンプしているのを見て、うちの

男の子はここが合っていると思い、そこで入園を決めました。最初に東宇治幼稚

園に行っていたら、こちらを選んでいたのではないかと思うくらいに施設が広く、

園庭も子どもが興味を持ちそうな遊具等がたくさんあり、とてもよい環境である

と思いました。 

部屋も工夫されていて、静かな遊びをする部屋、活動的な遊びをする部屋とい

ったように、内装も分けられていて、子どもたちのことを本当に考えて施設づく

りをされていると思いました。本当に恵まれた環境の幼稚園だということをとて

も感じました。 

 

委員 ： 私の方も見学で初めて東宇治幼稚園へ行かせていただきましたが、環境的には、

園庭も広いですし、教室にもゆとりがあり、プールもあり、非常に恵まれた施設

だなということが第一印象でした。それから、少し障害のある子どもさんも人数

的には、数名いらっしゃることをお聞きしていましたが、すごく落ち着いた雰囲

気で保育されているように見えました。 
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時間的にも子どもにとってちょうどいい時間で、あんまり子どもに無理をさせ

ているという感じがなく、自然に活動を見ることができました。そういったよう

に、落ち着いた状況で子どもさんが活動できるというのは、先生の力や家庭での

環境もあると思いますが、子どもにとても良いことだと思います。 

私は、保育園のことしかあまり知らないのですが、帰り際にはお別れ会のよう

な形をとっており、地域の幼稚園ならではだと思いました。その日の教育内容な

どを先生が保護者の方に説明されていると思いますが、おそらく園児が帰ってか

ら、お母さんとその日の事をいろいろお話しできるような、そういう環境にもあ

るのではないかと思いました。そういうことをとても新鮮に感じました。 

それと家庭的保育をされているということで、子どもたちが赤ちゃんを見ると

いう機会はあまりないと思いますが、近くに赤ちゃんがいるということも子ども

たちの環境にとっては良いと思いました。あまり保育の内容については見ること

はできなかったのですが、すごくゆったりした時間を送られていて、子どもにと

って本当に無理のない時間ができているということを印象的に思いました。 

 

委員長： 私も東宇治幼稚園の方を見せていただきました。保育に関しては、指導案を見

せていただいて、きめ細かく作っておられますし、各部屋を見せていただいても

非常に落ち着いた雰囲気の中で子どもたちが成長しているなと感じました。その

日は素晴らしい幼稚園という感想だけを持って帰りました。時間が経って振り返

ってみますと、私は毎年毎年忙しく各保育園や幼稚園を飛び回っておりますが、

このゆったりしているのはどうなのかという風にも思いました。視察した時間が

帰り際ではあったのですが、もっと賑やかに子どもの声が聞こえてくるとか、ぶ

つかってくる子どもがいるといったような、そういう活気を感じられなかったな

と思いました。これは少人数や先生方の問題ではなくて設備の問題ではないかと

思いました。子どもたちが帰る前の時間だったので、子どもが少なかったのでし

ょうが、仮に朝早い時間であったとしても、子どもが自由保育で飛び込んでいけ

るような設備になっているかというと、遠く離れた園庭に保育室の方から出かけ

ようという風にはなかなか思わないかも知れません。大きな環境として、園舎も

そろそろ建て替えの時期にきているのではないかということを感じましたし、も

っとこれから先の子どもの生活に合った設備をこの機会に考えていけばいいので

はないかと感じました。 

 

【３】宇治市子ども・子育て支援事業計画等について 

委員長： ありがとうございます。次に宇治市子ども・子育て支援事業計画、ニーズ調査

結果報告書について事務局から説明をお願いいたします。 

事務局： それでは資料の方をご覧ください。子ども・子育て支援事業計画概要版の方を



10 

 

ご覧ください。まず、お開きいただきまして、１の計画の概要の中段にございま

すように、「本計画は子ども・子育て支援法に基づく、平成２７年度から平成３１

年度までの５ヶ年を計画期間とする市町村子ども・子育て支援事業計画として位

置づけるとともに、これまでの宇治市児童育成計画、宇治市次世代育成支援対策

行動計画の理念や方向性を引き継ぐ計画として策定しました」とされています。 

続きまして概要版の３ページの方をご覧ください。４で計画の基本理念と基本

目標でございますが、タイトルとして「次代を生きる子どもたちの夢と笑顔を育

むまち宇治」を実現するために５つの基本目標が設定されております。ホームペ

ージに書かれているところでございますが、それぞれに具体的施策が設定されて

いるところでございます。 

続きまして５・６ページをご覧ください。５の教育・保育事業及び地域子ども・

子育て支援事業の「量の見込み」と「確保方策」でございますが、これは保護者

ニーズであります「量の見込み」に対応した数値目標と今後の方向性であります

「確保方策」が記載されているところでございます。特に幼稚園に関連する項目

といたしましては（１）幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の満３歳以

上の教育（１号認定）と６ページの（２）地域子ども・子育て支援事業の２つ目

の「幼稚園預かり保育」が幼稚園に関する項目でございます。 

満３歳以上児の教育では量の見込みの数値を確保方策の方が上回っております。

これは、幼稚園の保護者ニーズに対しまして、公立４園と私立幼稚園の定員の枠

を合わせた数値の方が上回っていることを意味しています。 

幼稚園預かり保育でございますが、こちらは平成２５年度の時点の預かり保育

の現状値に対して、保護者ニーズの方が上回っていましたことから、平成３１年

度には量の見込みを確保していくための目標を立てさせていただいています。実

情の方は私立幼稚園の方でされている預かり保育において、預かり保育を希望さ

れている保護者についてはその受け入れを確保できている状況でございます。 

続きましてニーズ調査結果報告書を見ていただけますでしょうか。お開きいた

だきましてページ１のところでは、この報告書について、「宇治市子ども・子育て

支援事業計画」を策定するにあたって、平成２５年度に実施された調査で、市内

在住の０歳から１１歳までの子どもがいる世帯から無作為に抽出した約３０００

世帯、就学前の児童１５００世帯そして小学生の児童のいる１５００世帯を対象

に子どもと家族の状況や利用、また希望する教育・保育などの設問に回答してい

ただいたアンケートを集計また分類したものと説明されております。このニーズ

調査結果報告書につきましては、第１回の検討委員会の中でも少し説明させてい

ただいているところでございますが、宇治市公立幼稚園の今後について検討して

いくに当たりまして関連する項目につきまして、資料に沿って簡単に説明させて

いただきます。 
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まず、就学前教育に関するニーズについて、４８ページをお開きください。こ

この問１５－１「平日に定期的に教育保育を利用している方の調査」でございま

すが、このグラフでは、幼稚園の預かり保育の利用はほとんどなしで利用してい

る方と幼稚園預かり保育を定期的に利用している方がそれぞれ３７．４％と６．

６％となっており、合計４４％となります。就学前の子どもを持つ保護者の約半

数近くが幼稚園を利用されていることが伺える結果となっております。 

続きまして６２ページをお開きください。ここのグラフのところでございます

が、これは現在利用している、利用していないにかかわらず定期的に利用したい

教育・保育の事業についての設問となっております。平日に利用したい幼稚園へ

の利用希望は、幼稚園の預かり保育の利用はほとんどなし、幼稚園の預かり保育

を定期的利用でそれぞれ２８％と２０．２％となっており、合計４８．２％とな

っております。下のところは保育所ですので、３５．６％となっておりますので、

今後利用したいという方は、利用している、利用していないにかかわらず保育所

を上回る数値となっているところでございます。 

続きまして５０ページをご覧ください。同じく１５－１に利用している方につ

いての質問ですが、利用開始年齢の調査結果が出ているところでございます。幼

稚園の預かり保育の利用について、グラフでは「預かり保育の利用なし」として

いる人の７６．５％、預かり保育を定期的に利用している人の５７．６％が３歳

から利用を希望されており、両方が５０％を超えている状況になっていて、３歳

から幼稚園を利用されているということが伺える資料となっております。 

続きまして、再度６２ページをご覧ください。利用開始希望年齢のところです

が、ここについても、利用するしないにかかわらず３８．２％が３歳児からの利

用希望となっており、一番高い割合という状況になっています。 

続きまして５８ページをご覧ください。ここでは、定期的に教育・保育を利用

されている理由についての表がございます。この表からは、保護者は３歳以降に

ついては教育や発達を第一に考えているということがわかります。次に５９ペー

ジの表をご覧ください。現在利用している教育・保育の事業別の表では、幼稚園

預かり保育の利用ありなしに関わらず、幼稚園の保護者は子どもの教育や発達を

第一に考えている方が約９０％台と非常に高くなっております。 

５２ページの方にお戻りください。ここでは平日に定期的に利用している教育

保育の利用日数や利用時間などの調査結果が出ております。内容といたしまして

は、利用日数の方は、週５日利用したいという方が７７．６％で一番多くなって

おります。利用時間の方も１０時間以上という方が２０％で一番高い数値となっ

ているところでございます。以上、簡単でございますが、宇治市子ども・子育て

支援事業計画及びニーズ調査結果報告書の説明を終わらせていただきます。 
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委員長： ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、委員の皆さんご意見・

ご質問はありございますでしょうか 

     －意見・質問なし－ 

 

【４】宇治市公立幼稚園の目指す就学前教育の体制のあり方と充実方策について 

① 公立幼稚園の役割について 

委員長： それでは次にいきたいと思います。この宇治市公立幼稚園検討委員会では公立

幼稚園体制のあり方、そして公立幼稚園教育の充実方策について、またその他必

要と認められる事項について検討していくこととしております。 

それでは最初にこれまでの宇治市公立幼稚園への考え方について事務局から説

明をしていただき、それらを踏まえて公立幼稚園の役割等について、議論してい

きたいと思います。それでは事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

事務局： 資料４をご覧ください。これまでの宇治市公立幼稚園の考え方といたしまして、

毎年策定している宇治市教育の重点というものがございます。この中で幼稚園教

育は、幼児期の特性を踏まえ環境を通して行うことを基本とし、遊びを通しての

指導を中心として幼児期にふさわしい生活の展開や一人一人の発達に応じた総合

的な指導を行い人格形成の基礎を培う。そのため教職員は幼児との信頼関係を十

分に築きよりよい教育環境を創造するように努める、としているところでござい

ます。 

また、平成２６年３月に策定いたしました宇治市教育振興基本計画で就学前の

子どもに関する教育の充実[推進施策と主な取組]として、①子育て支援の充実では、

一つ目に保健福祉分野と連携し、保護者や未就園児家庭を対象にした活動の拡充

を図るとして、未就園児の保育活動、子育てサークルへの支援、園庭開放、保護

者の交流機会の提供、子育て相談や情報提供などとしています。二つ目に子ども・

子育て支援制度のもとで福祉部局と連携し、幼稚園・保育所を含むすべての子ど

もの就学前教育のあり方について検討するとしております。②公立幼稚園教育の

充実では、一つ目に幼児が自我を形成する基礎的な力を養うため、各園で体験学

習やボランティア活動などの地域資源を活かした活動の充実を図ること、二つ目

に小中一貫教育との連携強化を図り各園で特色のある幼児教育を展開することと

しております。③中学校ブロックにおける保幼小中の連携強化では、中学校ブロ

ックごとに私立を含む幼稚園及び保育所、小中学校の交流・連携の強化の手法を

検討するとされています。 

次に、平成２２年４月に宇治市就学前教育のあり方検討委員会で策定された宇

治市就学前教育のあり方のまとめでございます。（１）として公立幼稚園における
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保育所待機児童対策ということで公立幼稚園の余裕教室を活用し、保育所の待機

児童を受け入れる、また、その運営に当たっては民間事業所の活用も検討するこ

ととされました。（２）では今後の公立幼稚園の運営ということで、幼稚園教育要

領に基づき保育を行う公立幼稚園にニーズがある。したがって現行の２年保育を

継続しつつ、その保育内容の充実に努めると共に積極的に広報活動を行う。また、

特別支援教育については保育所や療育施設、特別支援学校などの関係機関はもと

より福祉部局と一層連携し、一体となって支援できるシステムを構築すること、

さらに幼稚園と保育園に通う児童数の割合が保育所にシフトしている現状を踏ま

え今後の園児数の状況、地域の実情やバランスを考慮し公立幼稚園の再編につい

て検討することとされています。（３）で推進体制の構築ということで就学前教育

の充実に向け教育委員会と市長部局が一体となって推進する体制を構築する。そ

の上で子どもの育ちについて引き続き議論を行い、子どもの視点に立った就学前

教育のあり方について指針を持ち、本市の幼稚園・保育所が一体となって推進す

る体制づくりを行う事、なお、現在法制化されている認定こども園については先

進事例においても課題が見られることから、その実施に向けては、なお慎重に研

究を進める必要がある。したがって国の幼保一体化の動向も十分に見定めつつ検

討することとされ、このようにまとめをされたところでございます。 

 

委員長： ありがとうございました。それでは公立幼稚園教育のあり方について、議論を

進めていきたいと思います。これまでの宇治市の公立幼稚園の考え方は、説明い

ただいた方針にしたがってこれまで進めて来られたのでしょうが、ここで審議す

るのはこういったこれまでの考え方を踏まえて、これからの公立幼稚園教育のあ

り方を議論していただくことになるかと思います。どういう風に議論を進めてい

くかということになりますが、いくつかに分けて考えてみたいと思います。まず、

現行の公立幼稚園、私立幼稚園、認定こども園、保育園とございますので、その

役割の違いを押さえて、それぞれの個別の課題について考えていきたいと思いま

す。それでは、順番に意見を伺いたいと思います。 

 

委員 ： 大きな観点から宇治市の幼児教育、就学前教育について考える時に、規模から

いうと私立幼稚園と公立幼稚園では、圧倒的に私立幼稚園が多いわけですから、

宇治市の就学前教育を確かなものにしていくためには、やはり私立幼稚園に期待、

お願いする部分が非常に多いと思います。そうすると私立幼稚園が正常な幼児教

育をやっていけるような環境を考えていく必要があり、その中で公立幼稚園がど

ういう立場にあるのかということが大事だと思います。過激で極端な例ですが、

震災があって支援をされていて、宮城かどこかなんですが、公立幼稚園の運営の

ための３億円が市の財政から削減され、５つあった幼稚園を全部廃園にされたと
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聞きます。その後、私立幼稚園は市が色々な公的支援をしたことに対して非常に

怒っておられたようです。結果的には公立幼稚園を全廃するのではなく一つだけ

残しておく方が良かったというような報告があったようです。これは非常に極端

な例なのですが、私立幼稚園が行政的には府の文教課の範中になっているので、

なかなか日頃から市の教育委員会が幼児教育に密接にかかわってないと、こんな

未曾有の緊急事態になった時に、本音が出るのではないかと思います。だから今

のところ認定こども園は一定の関与をしなければならないという話になっていま

すが、どの程度教育委員会が関与されているのか分かりませんが、そういう意味

ではしっかりと宇治市の教育委員会が宇治市内の私立幼稚園・公立幼稚園・認定

こども園を含めた幼児教育の現状を常に把握していくために、公立幼稚園が園児

数に関わらず一定数必要なのだろうという風に思います。これは、子どもの視点

に立った時という話ではなくて、あくまで行政システム上の話です。もう一つは、

私自身は子育てにしろ、幼児教育にしろ、第一義的責任は保護者にあると考えて

おります。公立幼稚園の役割についてという話の中で、もっと大きくみると色ん

な幼稚園の形態があって、それぞれの役割があると思います。たとえば身近なと

ころで言うと京都教育大学の附属幼稚園、それから普通の市町村や京都市のよう

な政令市の公立幼稚園、そして私立幼稚園、やはり教員養成系の大学の附属幼稚

園というのは一番アカデミックに幼児教育を追及していかなければならないとこ

ろであると思うし、私は、そういったところで子育て支援はするべきでないと思

っています。そこに子どもを通わせる保護者も自分が勉強するという姿勢で通わ

せるのが本来の姿なのではないかと思います。そういった幼児教育を崩壊させな

いという意味でのアカデミックな部分も必要であると思いますが、一般の市町村

の公立幼稚園というのは、それだけではなく、公立という名がついている以上は

市民のニーズに応えないといけない部分があるので、延長保育であるとか、ある

いは就学前の未就園児に対する対応であるとか、特別支援教育に対する対応であ

るとか、そういうところもどんどん取り入れていって、柔軟に対応していかなけ

ればならないと思います。私立幼稚園はやっぱり本来建学の精神で運営されてい

るわけですから、宗教的な話などは公立幼稚園では取り入れにくいと思いますが、

私立幼稚園では堂々とやっていけますし、それぞれの特色を活かしてやられなけ

ればならない。そういう意味では、園児数の話がだいぶ表に出ていますが、公立

幼稚園の役割というのは教育委員会が公立幼稚園を通して、その地域その市町村

の幼児教育をどこまで所管できるか、それが第一という風に思います。   

宇治市に限らず、京都のいろんな所でもあることですが、公立幼稚園がなくな

ってしまい、私立幼稚園が乱立して、高額な遊具と英会話とだけを売り物にした

みたいな、そういう状況に私立幼稚園を追い込むようなことを避けないといけな

い。そのための公立幼稚園ではないかという風に思っています。 
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委員長： ありがとうございます。公立幼稚園の役割というものが出てきたかと思います

が、それぞれの立場でのご意見、私はこう考えるというご発言は答申に影響して

きますので、ご遠慮なくおっしゃっていただきたいと思います。整理させていた

だきますと、今の委員のご意見は私立幼稚園のみになってしまえば、本来の教育

を外れたものに流れてしまうようなことになるのではないか、公立ならではの保

育を追及する必要があるのではないかということでしょうか。 

 

委員 ： 子どもの利益が最大というところに視点を置くことだと思います。しかし、ど

うしても行政システムの影響を受けてしまいます。昔、神戸市の担当者とお話を

していた時に、「公立幼稚園の半分を認定こども園にして、市長部局に引き渡しま

す」という言い方をされたそうです。これは、おかしいことであって、法律には

教育委員会は一定の関与をすると書いてあるといったのですが、現実にはその当

時は、やはり福祉の色合いが強くなってしまって教育委員会が口を出せないとい

ったことをおっしゃっていて、そういう意味では行政システムの影響を受けてし

まいます。幼小連携であるとか地域の教育であるとかいったときに教育委員会が、

しっかり所管していくためには地域に１つは公立幼稚園がいると思います。行政

上は、公立幼稚園が全くなくなると、そこが野放図になるし教育委員会がいくら

頑張ってもやはり分からないのです。大昔に文科省の幼児教育課長に一定の関与

がどういったことかを聞くと「一定の関与は一定の関与です」と言われましたが、

今もって一定の関与がどういったことかわかりません。それをしっかり認識して

おかないと宇治市の教育委員会は幼稚園について知りませんよという状況に追い

込まれてしまいます。私立幼稚園がしっかりとやって、宇治市の幼稚園教育を担

っていただくためにも、公立幼稚園、宇治市の教育委員会が公立幼稚園を使って

しっかりその部分を所管していくと必要があるという意味です。 

 

委員長： わかりました、ありがとうございます。続いて、次の委員の方ご意見をお願い

します。 

 

委員 ： 私は、公立幼稚園の園長の立場としては、文科省が定める幼稚園教育要領にの

っとった幼稚園教育をこれからもずっと続けていきたいなというのが一番の思い

です。先ほどもありましたけれども、園児数が変わって、場所も変わって、規模

が変わっても、それから外れないような幼稚園教育をしていきたいなという思い

があります。 

一般に公立幼稚園は保護者サービスが悪いという表現がされます。３歳児保育

がない、預かり保育がない、バスもない、給食もないということで、保護者のニ
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ーズになかなか応えられてないなと感じている所ですが、しかし、公立幼稚園を

選んでくださった保護者の方からのお話しですと、小学校に入ったら給食がある

ので、今は、お母さんの手作り弁当を、今の時期だからこそ作って子どもに持た

せてあげたいという思いですとか、アレルギーが大変強いのでここにしましたと

いうお母さんの声も聞きます。また、バスが無いということで遠方から通われる

方は、下に小さいお子さんがいらっしゃるような場合はベビーカーを引きながら、

おんぶ紐で背負いながら、木幡幼稚園などは特に丘の上にありますので、上り坂

を雨の日も風の日も通って来られるわけです。しかし、そういった小学校に入る

前の２年間を親子で手をつないで毎日通うことをすごくかけがえのないことだと、

２年間大変だったけどとても良かったという風におっしゃるお母さん方もいらっ

しゃいます。バスは望まれることが多いのも事実です。御兄弟や親戚にご不幸が

あったりとか、体調を崩されたりとか家庭的な事情で仕方なく休まれる方もいら

っしゃって、バスがあれば休むことがなかったというような話を聞くこともあり

ますが、それでも選んで来て下さるということを誇りに感じていて、例えば、お

母さんの中には私たちは預かり保育を必要だとは感じない、自分で子育てを楽し

みたいし、今の時期は一緒に過ごしたいしとおっしゃっていただく方もいます。

兄弟の小学校の参観日に小さい子どもを連れて行くと、公立幼稚園は預かってく

れないのということを言われ、他のお母さんから可哀想に思われることもあるそ

うで、自分では必要と思っていないけれど、そういう眼もあるので対策としてあ

ってもいいのではないかという意見もお聞きします。幼稚園というのは小学校と

違って校区制ではないので、お母さん、親御さんがいろんな種類の幼稚園を見学

に行かれたり、回られたりして選んでおられるので、そういう保護者ニーズに応

えられないことについて、少数派のお母さん達のおっしゃることはもっともなこ

とだと思います。そういうお母さんたちのお気持ちもやっぱり大事にしていきた

いなという思いがあります。公立幼稚園の役割というのはそうゆうところにある

のではないかと思います。ＰＴＡ活動のお話もでているのですが、ＰＴＡには、

すごくご協力をしていただいています。小学校の卒業式や入学式など大きな行事

で、各小学校に必ずと言っていいほど公立幼稚園出身のお母さん達が本部役員と

して活躍されています。公立幼稚園の卒園児さんというのは、宇治市の中ではと

ても少ないパーセンテージだと思いますが、その中からお母さん方が進学先で本

部役員として活躍されていることをとてもうれしく思っておりますし、ＰＴＡ活

動において大きな役割を果たされていると思っております。 

 

委員長： ＰＴＡのお話がでてきましたが、保護者委員の方のご意見はいかがでしょうか。 

 

委員 ： 私、上の子どもを私立幼稚園に入れていて、次の子から公立幼稚園に入らせて
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いただいています。ＰＴＡの活動は私立幼稚園によって全く活動の仕方が変わっ

てくると思いますが、公立幼稚園が４園ある中でどの園も活動はすごく活発にさ

れていて、サークル活動、バザーやお祭りなどに皆さんが参加されることを楽し

みにされています。通園バスが無い分、登園児などに顔を合わせるので、普段の

コミュニケーションがあればこそ、できることなのではないかと思っています。  

保護者の立場からいうと、うちは子どもが４人いるので、お金をかけられる部

分というのが限られてきますが、一番ありがたかったのは、本当に安かったとい

うことです。お弁当にしても、一日当たりの金額はそんなにかかりませんし、公

立の役割として、そういった金銭面的なところも保護者としてありがたい部分で

はあると思います。かわいい制服も着させてあげたいし、バスにも乗せてあげた

いのですが、そこまでできない部分があったりすると、公立だったら基本の幼児

教育を受けさせてもらえて、お金もかからなくてという形で保護者ニーズに応え

ていけると思います。そういった面でも公立幼稚園の役割はあると思うので、園

を残してもらわなければいけないと考えています。公立幼稚園がなくなり、安価

な保育料の幼稚園へ行けなくなれば、仕事をして保育所に行かせるという選択肢

しかなくなってしまいます。そういう部分でも公立は残しておいてもらいたいと

思います。 

 

委員長： ありがとうございます。特別支援の観点からのご意見はいかがでしょうか。 

 

委員 ： 私は公立の小学校教諭ですので、幼稚園や保育所について詳しく知っているわ

けではないのですが、公立幼稚園については、組織的なこともあり、連携をする

機会が多くありました。連携が出来るということは新しい取り組みを始めること

が比較的しやすかったといえます。例えば、コーディネーターを幼稚園に設置し

ていただいて、そのコーディネーターの先生方と一緒に幼小中一緒に研修会を設

けたり、あるいは事例研修会をしたり、そういったところに幼稚園の先生が来て

いただくことによって支援のあり方について、幼稚園ではこういう風な支援をし

ていて、小学校ではこんな姿になって中学校ではこうなるというような一本の線

が研修の場でお互い共有できるところに公立のメリットがあったのではないかと

思っています。 

そして幼保小中の連携と言われますけども、その中で移行支援ファイルの作成

を初めて公立幼稚園と小学校でやりました。これは京都府の中でも非常に珍しい

ケースでして、研究大会の方にも出席しましたが、府下の幼稚園や小学校では「こ

ういったものが作られてるんですね」というような感想をいただきました。そう

いう取り組みが出来て、連携がしやすかったというのが公立の良さではないかと

いう風に思っています。 
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委員長： 質問よろしいですか、公立と連携しやすかったということですけれど、宇治市

では私立の幼稚園もたくさんありますが、その私立幼稚園との連携はどうなって

いますか。 

 

委員 ： 例えば「こういった事例研を行います」というような案内は推進委員会で行う

ものですが、そういった事が公立であると情報が行きわたり易いということがあ

ったと思います。今回のテーマではないかも知れませんが、最終的には私立幼稚

園や保育所ともそういった連携がとっていければということは常々思っています。 

 

② 公立幼稚園の適正規模について 

委員長： ありがとうございます。他にも意見はあるかと思いますが、時間も押してまい

りましたので、次にいきたいと思います。続きまして、宇治市公立幼稚園の適正

規模について議論していきたいと思います。事務局から資料の説明をお願いしま

す。 

 

事務局： 資料５をご覧ください。こちらは、幼稚園の適正規模についての資料となって

おります。一つ目に幼稚園教育のねらいとして、学校教育法の第２２条で幼稚園

教育の目標について、幼稚園の義務教育及びその後の基礎を培うものとして幼児

を保育し、幼児に健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を

助長することを目的とするとしております。そして、学校教育法の２３条第１項

の第２号では、目的達成の目標として集団生活を通じて、喜んでこれに参加する

態度を養うとともに、家庭や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の

精神並びに規範意識の芽生えを養うことで一定の集団規模が必要であるとされて

おります。 

二つ目に教育における適正規模ということで、これは社団法人全国幼児教育研

究協会が「幼児集団の形成過程と協同性の育ちに関する研究」ということで調査

されまして、これは文部科学省のホームページにも掲載されております。この調

査での実地調査および意識調査からの考察では、一人一人の幼児への個別の対応

が求められる「個に応じた援助」を行い集団の形成過程を大切にし、「協同性の育

ち」を培うためには、１学級に３歳児でも２０人前後、４、５歳児では２１人以

上３０人ぐらいの集団が適切だと考えられると考察されております。 

三つ目には、全国的な幼稚園の学級規模として、平成２７年度の学校基本調査

の調査結果の概要で出ております。平成２６年度と２７年度の調査結果について、

児童数から学級数を割りましたら１学級あたりの園児数は、平成２６年度が２２．

４人、２７年度が２２．５人という状況となっております。 
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次に、他市の状況について、大津市と奈良市と千葉県の香取市というところを

参考として挙げさせていただいております。ここでは、他市の適正規模及びその

根拠が示されております。大津市の方は１学級の人数について、４歳児が２０人

～２５人、５歳児が２５人～３０人、１学年の学級数は２学級以上を適正規模と

しております。根拠としては、各年齢で経験して欲しい内容や遊びの最小単位な

どから考えると欠席などがあっても人数を安定的に確保し複数の遊びが維持でき

ることが必要ということ、人とかかわる力を高めるためには学級編成替えができ

る２学級以上が望ましいということとなっております。次に奈良市では、１学級

の人数は定員３０人としていますが、年度途中の入園も考慮し、最大３５人まで

の弾力的な運用が必要であるとされております。奈良市では、園児数に下限が設

けられており、１５人とされております。根拠は、各年齢１学級編成にせざるを

得ない場合は教育効果が著しく低下しない集団規模を確保する必要があるという

こと、学級内のグループ活動ができる人数を安定的に確保する観点から、欠席が

あっても３、４名のグループが３つ以上作れることを基本として最低１５名が必

要ということとなっております。次に、千葉県の香取市では、１学級の人数の下

限は１８人、１園では４歳児５歳児の合計の２学級３５人を確保することとされ

ております。根拠は、市立小学校における下限の許容規模の積算方法に準じまし

て、市立幼稚園の１学級の定員３５人の２分の１とするというようなことで、設

定されております。 

次の資料が、第１回の検討委員会でも付けさせていただいた資料で、公立幼稚

園の充足率推移になります。一番右側が平成２８年度、上から大久保幼稚園、神

明幼稚園、東宇治幼稚園、木幡幼稚園、そして合計となっております。大久保幼

稚園の方は２学級で合計２７人となっております。神明幼稚園は２学級で４０人、

東宇治幼稚園も２学級で４５人、木幡幼稚園も２学級で４１人、合計８学級で１

５３人となりますので、それを学級数で割ってきますと、大久保幼稚園の方が１

３．５、神明幼稚園が２０、東宇治が２２．５、木幡が２０．５、合計で１９．

１という数値となっております。以上でございます。 

 

委員長： ありがとうございました。それではこの適正規模について議論してまいりたい

と思います。他市の状況、宇治市の充足率の推移を見てまいりましたが、他市の

状況を参考にしまして適正規模、下限の人数を下回っている園もありますし、し

かも、１学年２学級でなく１学年１学級と言う形で、適正規模を下回っていると

いうのが宇治市の状況ではないかと思います。このことを踏まえて、適正規模に

ついて、議論いただければと思います。 

 

副委員長：適正規模については、子ども・子育て支援事業計画の中で量の見込みについて
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の記載がありますが、１号認定につきましては１０４０人余りの余剰定員がある

という現状となっております。公立幼稚園の役割についてのお話と重複するかも

知れませんが、だからといって、公立幼稚園が不要かというと、そうではないと

いう風に思っております。規模の問題としては、このような定員の大幅に割れた

状態をそのままにしておくのは非常に厳しいと思いますし、最初に視察の感想を

述べた時にも申し上げたとおりで、奈良市の考え方にありますように多少グルー

プがあって学びあいができるような人数規模が望ましいという風に思います。 

 

委員長： ありがとうございます。適正規模については、幼稚園の再編という議題の内容

にも関わってきますので、他にも意見があれば言っていただきたいと思います。 

 

委員 ： 宇治市の公立幼稚園が適正規模でないのは明白なので、そのためにどうするか

というのは、数合わせですから幼稚園を減らすか、園児数を増やすか、そのどっ

ちかです。実は、アカデミックにいっても３歳児保育をしないというのはいろい

ろ問題があると思います。これは、私の個人的な話になりますが、私は子どもが

３人いて一番上と二番目と一番下の子どもの行った幼稚園が違います。上二人が

行った幼稚園が廃園となったからです。上二人は２年保育、いろいろ紆余曲折が

あって、３番目から３年保育が始まりましたが、途端に園児数が増えました。公

立幼稚園が３年保育をしてないと、最初の保護者の選択の中で選択肢が絞られて

しまって、そこでそれぞれの子どもの適性にあった園を選べないということにな

ってしまうというようなこともあると思います。やはり、一度適正規模について

の議論の前に３歳児保育をやって、尚且つ、文科省なり内閣府なり厚労省が進め

ておられる認定こども園についても、不安とか疑問は一杯あるかも知れませんが、

検討に入れるべきだと思います。第１回の検討委員会の時に、古賀副委員長から

園児の取り合いはやめましょうという話があり、私もそう思っています。ここで、

果たして保育所に通っておられるお子さんたちがほんとに保育に欠ける状況なの

かというとことを含めて考えていかないとと思う。先ほども申し上げたように、

公立幼稚園は京都教育大学の幼稚園と違って、様々な市民のニーズに応えるとい

う努力をしないといけないのですが、３歳児保育をしないうちに単位学級当たり

の人数をどうこういうのはどうかという気がします。ＯＥＣＤも最も原点となる

教育は幼児教育にあると言っていますので、これは万人が認める所であって、そ

れを充実させた上で地域の文化やその他の要素を検討すべきではないかと思いま

す。なぜ市民が宇治市の教育委員会が提供する幼児教育を選択しないのか、とい

うところの反省をしていかなければならないと、最初に引っかかるのは３歳児保

育をやってないということではないかと、素直にそう感じました。 
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委員長： ただいまのご意見では、園児数の減少云々の話をする前に３歳児保育をまずや

ってみて、それでも尚且つ園児数が減っていくのであれば、対策を考えていくと

いうことでしょうか。 

 

委員 ： 適正規模でないというのは明確な事実なので、園数を減らすか園児数を増やす

かどちらかで対応することになるので、そのどちらを取るか、取るべきかという

ことを申し上げました。 

 

委員長： それともう一つ、認定こども園についても先ほどのお話の中で出ていましたが、

不安も感じられておられるということでしたが、このあたりについてはどうでし

ょうか。 

 

委員 ： 先ほど、市町村事業計画を出していただきました。私が住んでいるところは八

幡市で隣は枚方市です。現状では、近隣市の私立幼稚園へ越境して通園しておら

れる方がいます。枚方市と八幡市は大阪府と京都府という違いがあって、宇治市

ですと、久御山、城陽、伏見区という隣接する自治体があるかと思います。越境

して通園している子どものいる私立幼稚園が認定こども園になるような場合は、

近隣の市町がどういうことを考えているかというのも含めて考えていかないとい

けないと思います。そういった意味で、私立幼稚園の動向によって多分認定こど

も園も変わってくると思います。だから、京都府の事業計画書を基に多分市町村

事業計画書は作られているのだと思いますが、そういう意味で認定こども園とい

うのはまだまだ検討が不十分なところがあるのです。保育所型と幼稚園型と幼保

連携型が、どうできていて、宇治市は近隣の市町村の需要状況も把握しないとい

けないという厄介な話になってきます。しかし、何はともあれ、新しい制度でそ

ういった不安はあるのだけれども、目指している３項目を見ると、どれも正しい

ので、それが全部その額面通りに行くのであれば、認定こども園というのは一定

評価されるべきだと思います。国がそう推進しているのであれば、市町村もトラ

イはしてみるべきではないか、そこで出てきたトラブルがやっぱり学習材料にな

るのではないかと思います。私は食わず嫌いで、自分のことを棚に上げて言うよ

うですが、食わず嫌いは良くないかなという気がします。他にも細かい認定こど

も園に対する不安材料はありますが、多くは簡単に言うと新しいことに対する不

安です。特に財政的な話で、消費税が１０％になってから実施と言っていたのが、

まだ８％のままで実施してしまって、それでも私立の認定こども園に対しては、

厚労省なり文科省がなんとか補助してやるのでしょうけれども、公立の認定こど

も園に関しては市町村に丸投げされると思います。足らなかった０．７兆円に関

しては多分それぞれの市町村でなんとか捻出しなさいという、ますますひどい話
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になる。私はそこを一番懸念していますが、１０％に上がった時に実施すると言

っておきながら、８％のままでやってしまった。そこからちょっと信用できない

という食わず嫌いが始まりました。 

 

副委員長：少しよろしいですか。 

議論を前に戻すようで大変恐縮ですが、私なりに考える公立幼稚園のあり方と

いうのをここで申し述べておきたいと思いまして、意見させていただきます。 

これだけ数が減っても存在価値があるという風に主張したいのは、宇治市のす

べての子どものために果たすべき役割があるだろうという風に思うからです。公

立幼稚園の視察を通して、その先生方に質の高さであるとか、これまでずっと研

修を積み上げてこられたことというのも、ここの子どもたちだけにというのでは

なくて、全市の子どもたちのために活かしていくというあり方を考えていくべき

ではないかという風に思っています。質の高い幼児教育保育の提供を可能にする

ような実践研究の充実であるとか研修の機会の提供という、この二つを実現する

ような宇治市の幼児教育センター的な役割を担うべきではないかという風に思い

ます。その具体的な内容については、モデル的な役割を担っていくことになると

思いますが、保育内容それから幼小接続、そして特別支援という大きく言うと３

つについてです。特にモデル的な役割を担っていく、今お話しが出ていたような

幼小接続とか保幼小中の接続といったことについては公立幼稚園との連携が取り

やすいことがありましたが、どこでもそういったことが起こります。今現状は幼

稚園の数的に言うと、先生方の人数としてもちょっと余裕があると思います。そ

ういったその余裕のある教員が幼小の接続の担当になることも可能でしょうし、

特別支援の担当になることも可能だと思いますので、そういった研究研修体制を

中心として担っていくような役割を考えていくべきじゃないかなという風に思っ

ています。 

幼児期の終わりまでに育てたい姿というのが、今、幼稚園教育要領の新たな改

定に向けて検討されているわけですが、その１０の姿が挙げられています。その

１０の姿に向けてどのような内容であるとか、どのような方向の幼児教育を充実

させていくのか、それを小学校以降の教育にどう接続させていくのかということ

を具体的にモデルに示すという役割が公立幼稚園にはあるのではないかと思いま

す。そのため、質の高い幼児教育保育の提供というのが非常に重要だと思います。

先ほどＯＥＣＤの話が出ましたけれども、質の高さというものをどう保障するの

か、それを宇治市の全市全園全施設で作っていくようなアプローチカリキュラム

の策定と実施、そして実施したらそれを評価改善に向けて研修体制を実現してい

くということを核としてやっていくのが公立幼稚園の役割ではないかと思います。

公私の枠を超えて、園の種別を超えて学び合うような研修体制の核となっていく
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存在として公立幼稚園があり続けるという方向性で検討してみてはどうかと私は

思っています。 

その方法としては、先ほどから出ている幼保連携型認定こども園の話も出てい

ると思いますが、認定こども園化を考えるのであれば、幼保連携型こども園とい

うものを考えるのが一つであると思います。重要なことは教育委員会管轄として

いくということだと思っています。いろいろなところで幼保連携型に限らず認定

こども園の問題や課題というのが出てきている訳ですが、指導体制をどう取って

いくのかという先ほどの話は、非常に重要な話で、私も色々な現実を目の当たり

にして、やはり重要なのは教育委員会管轄から外れないということだと思ってい

ます。持続可能な宇治市の幼児教育体制をどう作っていくかを検討する非常に大

きな足掛かりとなるのが、この連携型認定こども園をどうするかで、決してそれ

が０歳児入園を前提とした、保育所と一体化するという意味ではなくて、今の幼

稚園、公立幼稚園のあり方でどのようにしたら幼保連携型認定こども園として機

能することができるかということを考えていくのが、一つ目にやるべきことじゃ

ないのかなと私自身は思っております。参考になるのは奈良市の、幼保型連携型

認定こども園で、全園を認定こども園化していくということを奈良市ではやって

いるところで、その中で幼稚園から幼稚園型認定こども園、次の年に幼保連携型

認定こども園という風に移行していった園の例などがあり、実地で視察に行くな

どしてどのような施設が必要で、どのような内容が可能なのかということを学ぶ

というところで検討作業をしていくのが、方向としてはいいのではないかと思っ

ています。 

なぜ認定こども園かというと、ニーズ調査をかなり詳細にわたって見させてい

ただきましたが、預かり保育、３歳児入園のニーズ、それから小規模保育に行っ

ておられる保護者の方の不安感というところを見ると、やはり子育て支援があれ

ばいいというわけではなくて、質の高い子育て支援と質の高い保育が必要で、預

かり保育をするにしても３歳児入園するにしても質の高い保育であるかどうか、

子育て支援であるかどうかということが重要で、そうするとやはり持続可能なこ

とをすべて可能にするような体制を作りやすいのが認定こども園ではないか、そ

こが落としどころかなと思っております。以上です。 

 

委員長： 総括的なご意見をいただきました。 

公立幼稚園については重要な役割があるというご意見をたくさんいただきまし

た。公立幼稚園での教育をしっかりすることにより私立幼稚園も成長する。お互

いに協力しながら進んでいく必要があるということだと思います。 

認定こども園の話も出ましたけれど、認定こども園についての不安もあるけれ

ども、立ち止まってばかりではなく、ある程度チャレンジすることによって問題
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点が見えてくるということもあると思います。 

それから最後に、特別支援教育についてです。これも今後にどう活かしていく

か、センター的な役割を公立幼稚園が持ち、全市的に幼稚園に広げていくインク

ルーシブ保育ということで、全幼稚園を取り込みやっていく。また、幼小連携も

全幼稚園で連携ができることが望ましいと思います。 

適正人数については、経営的な事情も市民の税金で営まれている以上無視はで

きないことから、今ある資源をうまく活かして、認定こども園をどうとらえてい

くかということにも繋がるかと思います。積み重ねて来られた公立幼稚園の財産

を今後の宇治市の幼児教育にいかに活かしていくか、その方向でより良い幼児教

育を目指す方向で改善策を検討されればと思います。 

 

【５】次回の開催について 

委員長： 次回につきましては、３年保育や預かり保育についての検討をしていければと

思います。次回の日程について事務局の方からお願いいたします。 

 

事務局：次回の日程について、現在調整中ですので、追って連絡をさせていただきます。 

 

 

【６】閉会 

委員長： 特になければ本日はこれで終了とさせていただきます。 

以上 


